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令和６年度 第５回文京区子ども・子育て会議 

及び文京区地域福祉推進協議会子ども・若者部会 要点記録 

 

 日時 令和７年１月21日（火）午後６時30分から午後８時28分まで 

 場所 区議会第一委員会室（文京シビックセンター24階） 

 

＜会議次第＞ 

１ 開会 

２ 議題 

 (１) 子育て支援計画支援の策定について    

  ア 子育て支援計画（中間のまとめ）のパブリックコ【資料第１－１号】 

メント及び区民説明会等の結果について 

  イ 子育て支援計画（最終案）について      【資料第１－２号】 

 (２) （仮称）こどもの権利に関する条例の制定について 

  ア （仮称）こどもの権利に関する条例（素案）等に【資料第２－１号】 

ついて 

  イ 今後のスケジュールについて         【資料第２－２号】 

 (３) 若者支援に関する取組状況について      【資 料 第 ３ 号】 

３ その他 

４ 閉会 

 

＜地域福祉推進協議会子ども部会委員（名簿順）＞ 

出席者 

遠藤 利彦 会長、髙橋 貴志 副会長、高櫻 綾子 委員、秋山 誉寛 委員、 

乾 愛 委員、河合 直子 委員、篠原 朝子 委員、原田 悠希 委員、 

大橋 久 委員、弘世 京子 委員、堀口 法子 委員、田中 甲子 委員、 

佐々木 妙子 委員、大坪 沙友里 委員、髙橋 誉則 委員、大野 高裕 委員、 

五十嵐 悠紀 委員、西 智之 委員、塚本 千尋 委員、石樵 さゆり 部会員、 

杉本 謙 校長、田島 佳子 校長、安藤 尚徳 弁護士、礒﨑 奈保子 弁護士、 

井利 由利 様 

 

欠席者 

秋葉 園江 委員、久保 知子 委員、那須 晴吾 部会員、稲村 紘志郎 部会員 

 

＜事務局＞ 

出席者 

多田子ども家庭部長、栗山児童相談所開設準備担当部長（オンライン出席）、

横山企画課長、木村福祉政策課長、渡部生活福祉課長、篠原子育て支援課長、 

富沢子ども施策推進担当課長、奥田幼児保育課長、足立子ども施設担当課長、

大戸子ども家庭支援センター所長、佐藤児童相談所開設準備室長（オンライン
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出席）大塚保健サービスセンター所長、熱田教育総務課長、中川学務課長、 

山岸教育指導課長、鈴木児童青少年課長、木口教育センター所長 

 

欠席者 

吉田教育推進部長、永尾障害福祉課長 

 

＜傍聴者＞ 

４名 

 

 

子育て支援課長：それでは定刻になりましたので、これより令和６年度第５回

文京区子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども部会を開催いたし

ます。 

  私は、文京区子ども家庭部子育て支援課長の篠原と申します。今年もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

  今回もオンラインを併用した開催となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  議題に入る前に、事務局より本日のご出席者につきまして、ご案内いたし

ます。 

  前回に引き続きまして、本日の議題にあります（仮称）こどもの権利に関

する条例の制定の審議に伴い、文京区子ども・子育て会議条例第７条に基づ

きまして、杉本様、田島様、安藤様、磯﨑様の４名の方にご出席いただいて

おります。よろしくお願いします。 

  また、若者支援の検討に伴いまして、前回に引き続き文京区青少年福祉推

進協議会設置要綱第８条に基づきまして、青少年健康センター茗荷谷クラブ

より井利様にご出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

  次に会議資料の確認でございます。事前に配付しておりますのは、次第、

資料第１－１号から資料第３号、参考資料１を郵送またはメールにてお届け

しております。また、本日会場にいらっしゃる方に限りまして、座席表と、

後ほどご説明します若者調査のチラシ、あと文京区における子ども及び子育

て家庭への支援体制図の差替分をお手元にお渡ししております。またオレン

ジ色の冊子であります令和２年度から令和６年度の子育て支援計画、ピンク

色の子どもの貧困対策計画の追補版、最後にオレンジ色の子ども・子育て支

援に関する実態調査報告書（令和６年３月）を席上配付してございます。 

  資料は全てございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  続きまして、本日の出欠状況でございます。 

  ご欠席の旨、ご連絡をいただいております委員の方々ですが、東京商工会

議所文京支部、秋葉委員、連合東京都連合会西北地協文京地区協議会、久保

委員、文京区青少年委員会、那須部会員のお三方でございます。また、遅れ

てご出席の旨、ご連絡をいただいております委員は、文京区民生委員・児童
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委員協議会 弘世委員です。そのほかまだお見えになられていない方におかれ

ましては間もなくいらっしゃるものと思われます。 

  また、区側の幹事につきましては、吉田教育推進部長、永尾障害福祉課長

が欠席となってございます。なお、児童相談所開設準備室が本年４月に開設

する文京区児童相談所に移転しましたため、本日区側の幹事、栗山児童相談

所開設担当部長と佐藤児童相談所開設事務室長がオンラインにて出席してお

りますので、ご了承ください。 

  以上よろしくお願いいたします。 

  次に、毎回のことでございますが、ご発言する際には、初めに所属団体名

とお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。また、お手元のマ

イクのボタンを押してご発言をお願いいたします。Zoomでご参加の方は、発

言する際には手を挙げていただきますようにお願いいたします。 

  それでは、これより議事の進行を遠藤会長にお願いいたします。遠藤会長、

よろしくお願いいたします。 

遠藤会長：皆さん、こんばんは。本日は遅い時間にもかかわらず、ご参加いた

だきまして、誠にありがとうございます。また、年が新たまりまして、本年

も何とぞよろしくお願いいたします。と同時に今回が今年度の最終回という

ことになりますので、本日も忌憚のないご意見を多数頂戴できればというふ

うに切に願うところでございます。 

  それでは本日の審議に入ります。 

  本日の会議は次第のとおり、議題が３件ございます。会議につきましては、

２時間程度、20時30分の閉会を予定しておりますので、皆様、進行のほうに

ご協力をお願いいたします。 

  初めに、議題（１）子育て支援計画の策定についてです。 

  10月の会議で審議いたしました中間のまとめについて、文京区では12月か

らパブリックコメントなどを実施し、そこで出された意見などを踏まえて最

終案を策定し、今回お示しするものでございます。初めにパブリックコメン

トなどの結果をご報告いただき、その上で最終案の説明をしていただきます。

この議題に関する資料は第１－１号と１－２号となります。 

  それでは、篠原子育て支援課長より、二つの資料につきまして、続けてご

説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：ありがとうございます。子育て支援課長の篠原です。よろし

くお願いします。 

  お手元資料の資料第１－１号をご覧ください。 

  前回の会議でもご説明しましたとおり、この中間のまとめの審議を経まし

た後、12月６日から１月６日にかけて１か月間、パブリックコメント及び区

民説明会を実施し、区民の方々から多数のご意見を頂戴しました。また、お

子さんからの意見を聴取するために中間のまとめの子ども向けの資料を作成

しまして、区立小・中学校の児童・生徒が利用するポータルタブレット端末

を使いまして、子どもからの意見を聴取しました。お手元の資料第１－１号
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の表書きの部分のところで、募集結果がこちらにお示しのとおりでございま

す。また区民説明会でございますが、２日に分けて実施したわけでございま

すが、参加の方々は１回目が３人、２回目が２人ということで、参加人数３

人の方、お一人はお子さんだったのですが、人数が少ないということで、今

後パブリックコメント、また区民説明会の説明の在り方については検討課題

かなと考えてございます。 

  また、３番目にございます、子ども向け資料に関する意見等の聴取につき

ましても、同様に同じ時期で取りまして、161人の方から161件の意見と感想

をいただきました。 

  その区の見解を含めまして、その次のページ、２ページ目以降にパブリッ

クコメントと区民の方々の意見を全て掲載してございます。時間がない中、

先にメール等でお送りしているかと思いますが、そこの部分、全て説明をし

ますと大変ですので、割愛いたしますので、内容等ご確認いただければと思

います。それぞれのご意見に対して区の見解をお示しする形で出してござい

ます。 

  続きまして、資料第１－２号をご覧ください。 

  これまで子ども・子育て会議、パブリックコメント、また議会等でのご意

見を経まして、様々なご意見をいただいた上で最終案をまとめましたので、

そのご報告をいたします。 

  まず資料第１－２号の次の横長の物を見ていただきたいのですが、中間の

まとめからの主な変更点を表にしてございます。これに沿いまして、少し

我々のほうでご説明したいことを十二、三個ほどご説明したいと思います。 

  まずお手元の資料の今回大幅に変えたところだけお示ししたいと思います

ので、ページ数を順番に言っていきますので、ご確認くださいますようお願

いいたします。 

  まず４ページ目、PDFの方々はPDFの下の中央にあるページ数をご覧くださ

い。ページの下の番号の４ページ目をご覧ください。 

  ここの上段の部分の上から４行目、５行目のところに子ども月間の記述を

記載してございます。また、次のパラグラフの中段以降にご意見をいただき

ました在住外国人人口の傾向、あるいはその取組の必要性について、若干で

はございますが、記載してございます。 

  次に14ページ、15ページをお開きください。差替え版がお手元にあるかと

思いますので、ご覧いただければと思います。 

  区の組織図、子育て支援体制図をお示ししておりますが、こちら令和７年

４月時点の組織を基に作成しているという注釈を付け加えるとともに、15ペ

ージ目の一番右側にあります関係機関のところに青少年委員のお名前を入れ

させていただいております。よろしいでしょうか。 

  次に24ページ目をご覧ください。パブリックコメントのご意見としまして、

この25ページ以降にお示しするデータ等につきまして、もう少し丁寧な説明

が欲しいということと、あと一言コメントをそれぞれ白抜きで入れているわ
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けですが、このことについて「見れば分かるではないか」というご意見をい

ただきましたので、その意図についてのご説明を24ページにしております。

全てを見て理解できない方もいらっしゃるということで、この表から見てと

れることを一言コメントに載せましたということで、その注釈をつけてござ

います。 

  次に28ページをご覧ください。28ページの合計特殊出生率と出生数の推移

ですが、令和５年の最新の数値が出ておりますので、これをお示ししており

ます。出生数についても同様です。 

  次の29ページをご覧ください。この有配偶出生率の推移ですが、こちらも

「これをなぜ載せるのか」というご意見もいただきましたので、ここを見て

お分かりのとおり、東京都と全国平均ですと、決して0.99という東京都の合

計特殊出生率にかかわらず、有配偶出生率については全国とさほど平均が変

わらないということ。文京区は1.12という合計特殊出生率でありますが、有

配偶出生率を見ると84.4という高い数字が出ておりまして、一概に合計特殊

出生率が低い高いということだけで少子化が進んでいると言い切れないとこ

ろも含めてのニュアンスを説明文にも追記してございます。 

  続きまして、少しページ飛びまして、45ページをご覧ください。45ページ

には子育てをする上での不安や悩みという記述がございますが、ここについ

ては、子どもの発達や健康等に関する不安や悩みを抱える保護者が一定数い

るということもきちんと記述してほしいというご意見をいただきましたので、

その旨を記載してございます。 

  次に59ページをご覧ください。59ページの第４章、主要項目及びその方向

性の一番下の４の行政手続のデジタル化とDXの推進ということで、ここに関

するDXの具体的な実現をかなり丁寧に書いたほうがいいというご意見をいた

だきましたので、この文書を少し改訂してございます。また、「DX化」とあり

ますのは「DX」に修正してございます。 

  次に63ページをご覧ください。これはまたいずれお示しすることがあるか

と思いますが、最初の組織横断的な連携体制の、最後の文章です。また全て

の妊産婦、子育て世帯から子ども家庭支援センター機能を整備しますという

ところまで、この児童福祉法の改正に基づきまして、区でも母子保健機能と

児童福祉機能の一体的相談支援を行う子ども家庭支援センター機能を整備し

ますので、その旨を明確に記述してございます。 

  またページ飛びまして、第５章の104ページをご覧ください。第５章は具体

的な計画事業の記述を記載してございますが、104ページの一番上段の３－２

－１、中高生の居場所の確保につきましては、b-lab等の整備ということで確

保ということではございますが、これとまた別に事業概要の上段に「インキ

ュベーションオフィス「GROWTH（グローズ）文京飯田橋」等に関連したスタ

ートアップ企業と連携して中高生専用の居場所事業を実施するなど」という

記述がございます。これは区が新しく取り組む事業としまして、ここに記載

させていただきました。もしこのことについて、ご質問があれば、後ほど所
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管課長が回答いたします。 

  また５か年の計画事業量につきましても、中段以降、今b-labは１か所です

が、さらに旧大塚地域活動センター跡地に区内２か所目となる青少年プラザ

を建設し、中高生の活動の場のさらなる拡充を図ります、以降の文章を追記、

記載してございます。 

  そして、軽微な修正は飛ばさせていただいて、153ページ以降です。第６章

の実際の子ども・子育て支援事業の第６章以降ですが、153ページの（３）番

です。量の見込み（ニーズ量）の算定及び確保方策についての下に関連事業

としまして、何を示すかということを追記いたしました。 

  そして、また少し飛びまして、そのような関連事業というところを一部追

記しておりまして、168ページの（14）番の子育て世帯訪問支援事業というこ

とで、ここの確保方策の考え方のところに関連事業を掲載してございます。

こういった関連事業をすることによって、それぞれの各事業の連携度合いが

見てとれるかと思います。同じように169ページの（15）番の親子関係形成支

援事業においても、確保方策の考え方の一番下に関連事業としまして二つの

事業を掲載してございます。 

  続いて、今回一番大きく記述を改めたところでございますので、170ページ

から171ページにかけてです。まず（16）番目の児童育成支援拠点事業です。

子どもの居場所がない児童等に対して居場所の開設を行うということですが、

具体的にこの現状及び取組の方向性において、一番下の文章です。本計画期

間内に実施しますということで、この拠点は区ではこの計画期間内に最低１

か所以上はつくるということで言い切ってございます。言い切るというか実

施しますよということです。 

  （17）番目の産後ケア事業においてもニーズ量等を具体的に書かさせてい

ただきまして、このような記述に修正いたしました。 

  171ページの（18）番、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）です

が、こちら制度の詳細がまだ国から出ておらず不明のため、現状はニーズ量

を示しておりませんが、現在の文章表現でいき、今後中間年度の見直し等に

おいてニーズ量の把握に努めてまいりたいと思います。 

  （19）番目の妊婦等包括相談支援事業においても、具体的なニーズ量等を

お示ししまして、このような記載としてございます。 

  長くなりましたが、ここまでが子育て支援計画の最終案でございます。 

  説明は以上になります。よろしくお願いします。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  ただいま子育て支援計画最終案についてご説明をいただきました。区民の

方からは非常に多岐にわたり様々なパブリックコメントをお寄せいただきま

して、まず非常に分厚い資料にお目通しをいただき、微に入り細にわたり、

様々なご意見を頂戴できたということ、本当の驚きとともに感動を覚えるも

のでございましたが、それを反映して、今回修正いただいたことについて、

今ご説明いただいたわけでございますけれども、こちらにつきまして、ご意
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見を頂戴できればというふうに思います。 

  ご意見等お持ちの方は、まず会場にいらっしゃる委員の方、そして、その

後にオンラインでご出席の委員の方の順番でご発言をお願いしたいと思いま

す。 

  それではご意見、あるいはご質問等いただければ幸いでございます。よろ

しくお願いいたします。 

篠原委員：子ども・子育て会議区民委員の篠原です。今年もよろしくお願いし

ます。 

  まずはパブリックコメントに一つ一つご回答をお疲れさまでしたと思って

おります。１個ずつ３点申し上げたいと思います。 

  まず子育て支援計画、59ページ、DXのところ、一番下のところ、ICTと単語

が出ているのが、ここだけ３文字略語の注釈がなかったので、何だったかな

と読み進めていて思いました。 

  104ページの改訂箇所等々についてなのですけれども、せっかくいい事業を

紹介していただいて、これを見てそれを知る人もたくさんいると思います。

ご提案なのですけれども、b-labとかAQUABASEとかというのは事業の名前にな

るので、括弧を少し変わったものにしていただけると、多分注釈的な補足を

書いているのか、それとも事業としての単語なのか固有名詞なのかというの

が分かりやすくていいのかなと個人的に思ったので一言入れさせていただき

ます。 

  3点目、170ページの産後ケア事業についてなのですけれども、つまりはニ

ーズ量に合わせて確保するということを言いたいから確保方針の数値がニー

ズ量に合わせた数字になっていると思うのですけれども、例えば（19）のほ

うですと、数値での記載はないかなと思っています。どうしてここだけニー

ズ量に合わせた数値を入れたのかなと疑問に思いました。正直なくてもいい

のではと思っております。以上です。 

  コメントをいただきたいというよりは、一意見として受け取っていただけ

れば構いませんので、これにて失礼します。 

子育て支援課長：そうおっしゃっていただきましたが、いただいたものについ

ては全て修正ができるようにいたします。ただICTは17ページに注釈があるの

ですが、かなり離れていますので、この分は追記して表現したいと思います。 

  以上でございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは、ほかにご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

秋山委員：子ども・子育て会議区民委員の秋山です。今年もよろしくお願いい

たします。 

  私もこのパブリックコメントを一つずつ丁寧に回答されて、すごいなと。

特に１月６日で締め切って、今日こうやってお出しいただいているのもすご

く区の勢いというか、意気込みを感じたところであります。 
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  一方、このパブリックコメントを受けて、区としてハートフルプランとか

支援計画に盛り込んでいくかというところがちょっと見えなかったなという

ところがありまして、その辺りをご説明いただきたいと思います。 

  それを申したもう一つの理由は、先ほど変更点のご説明をいただきました

けれども、どちらかというと体裁とか追記というところがメインだったよう

に受け止めたからです。回答してくださった方からすると、コメントしたこ

とに対して、最終的にこの支援計画もしくは自分たちが享受するであろう支

援の内容にどう反映されているのかというのが非常に興味を、１個１個の回

答も大事なのですけれども、どう最終的に支援とか、そこに盛り込んでくだ

さるのだろうというところに多分関心があると思いますので、その辺りの区

の見解を教えていただきたいなと思ってご質問いたしました。 

  最後、実際に回答を書かれた子育て支援課の皆様、すごくご苦労があった

と思うのですけれども、実際このパブリックコメントを読んだ感想といいま

すか印象といいますか、その辺りも受け止めとして教えていただければなと

思いまして、２点ご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：どう答えていいのかというところはあるのですけれども。

我々の思いとしましては、このパブリックコメントの区の見解の最初のとこ

ろを見ていただければと思うのですけれども、計画全体としての区民の方の

ご意見があって、区としては、そもそも基本的に子育て支援施策全体に関わ

る考え方として、子どもの権利の保障と意見共有の機会の確保というのがま

ず大枠があって、それを支えるべく子育て支援があるのだというふうに、５

年前の計画からより子どもに寄った支援を明確に出そうということで、それ

を気にしつつ様々な事業がこうやってされているというところを少しはお示

ししたいなと思っています。これがあまりにも量が多いので、どういうとこ

ろでとなると、今ご説明したことに尽きるわけですけれども、そのビジョン

としまして、子育て支援計画の中に、それぞれある計画の基本理念、基本目

標、21ページにある部分が我々としては全てかなと思っております。この部

分、やはり区民の方々にもし仮に聞かれたときには、この部分は胸を張って

お答えするような区としては事業を取り組んでまいりたいなというところで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  多岐にわたる内容になっておりまして、短期的に対応が可能なものと、長

期的にじっくりと取り組んでいかなければいけないもの、様々なものがあっ

たかなというふうに思います。特に物理的なスペースに関わるようなところ

というのは、やはり長期的な検討と取組が必要になるところかと思いますの

で、いずれはそういう長期的な視点を持った見通しとか構想などもお示しい

ただければ、恐らく区民の方はより納得していただけるところはあるのかな

ということをちょっと私自身も感じたところでございました。 

子育て支援課長：すみません。ご意見の中で一番多かったのは、子どもの居場
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所がないよね、少ないよねというところがとても多くて、区としても限られ

た土地を使いながら、いかにできるかというところを考えてはいるのですけ

れども、会長がおっしゃるとおり、長期的な視点で取り組むということを、

どこかのタイミングで明確に示しながら所管課と連携して居場所確保という

ことを考えているところでございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  ほかにご質問、ご意見はございませんでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

大坪委員：認可保育園父母連の大坪と申します。 

  お伺いしたかったのは、区民説明会の参加者の人数が少なかったとおっし

ゃっていたと思うのですけれども、私も少ないなというふうに感じていて、

この２日間開催するために、たくさんの方のご準備だったりとか、いろいろ

と人手を割いていただいたりとかしていたと思うので、ちょっともったいな

かったなと思っています。今後の検討課題ですというふうにおっしゃってい

たと思うのですけれども、今のところで、例えば今後こういうふうにしよう

と思うとか、何か見えている策があれば教えてください。 

子育て支援課長：今、区民参加の在り方なのですけれども、今後若者計画の策

定においても、恐らく区民説明会が必要になってきて、果たして若者が会議

室に集まって意見を聴くのかということも考えたときに、今の生活スタイル

に合った説明会というのが求められていくと思っています。なるべく日曜日

の午前中と平日の夜間ということで多くの方々が参加できる環境をつくって

はいましたし、また区報やホームページ等でも周知を行いましたが、結果と

してはこのような人数で、５年前もこれより少ない参加者だったということ

もあります。ですので、今企画政策部門と区民の意見を表明する参画の機会

の方針なども考えなければならないということも区としては課題として考え

ておりまして、今後所管課も協議しながら、今後の計画づくりにおいて、区

民説明会をどうやっていくのが一番多くの意見が聴けるかということについ

ては、意を用いてまいりたいというふうに考えてございます。 

大坪委員：もしかしたらなのですけれども、これ自体をやらなくてもいいかも

しれないとか、多分抜本的に検討される余地があるのかなというふうに思っ

ているのと、あとは説明もライブではなくて、例えば説明動画を撮っておい

て好きなときに見られるとか、そういう方向もあるかなというふうには思い

ました。引き続きよろしくお願いします。 

遠藤会長：貴重なアイデアをお寄せいただきまして、ありがとうございます。 

  ほかにご質問、ご意見、ございましたら、よろしくお願いします。 

原田委員：子ども・子育て会議区民委員の原田です。本年もよろしくお願いい

たします。 

  ２点ほど感想というか、こういうことを考えましたということをお伝えさ

せていただければと思うのですけれども。パブリックコメントを拝見してい

て、55番以降の悩み・困難を抱える子どもへの支援というところのページ数
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がかなり結構な質問が来られているなということと、ご意見を読ませていた

だいて、切実に障害をお持ちのお子さんを育てられている方々から沢山コメ

ントが寄せられているなと思いました。 

  もう一つ、地域福祉推進協議会にも出させていただいているのですけれど

も、そちらの会議で資料を見させていただくと、障害児の支援施策での待機

が数字として非常に多いのかなと思います。地域福祉推進協議会でも少し発

言をさせていただいたのですけれども、所管が違ったりするのかもしれませ

んけれども、連携をして、少子化が進む中においても障害児施策へのニーズ

は大きいということだと思うので、その部分へ支援もぜひ力を入れていただ

ければありがたいなと思ったというのが一つです。 

  あと、もう一つが、今回新しくデータを追記いただいた有配偶出生率のと

ころについてなのですが、パブリックコメントでも、121番、36ページで私と

同じような疑問を出している方がいらっしゃるのですけれども、どうしても

有配偶出生率という用語を出すということが、結婚をして子どもを産むとい

うある種の固定観念みたいなのを評価しているかのような形に見えるところ

もあるのかなと思います。そこの部分について、一定文言などで配慮された

ほうがいいのかなというふうな印象を受けます。ちょっと具体にどうするの

が良いのかは分からないのですが、提案としては、別に結婚してから産むと

いうことを前提としているわけではなくて、現実において日本においては結

婚して出産されているという方が多いので、このデータを見ると子どもを産

みたいと思っている年齢層の人たちがたくさん産んでいるという実績があり

ますとか、そういうようなことかなと感じました。うまく簡潔に発言できて

いないのですけれども、もう少し説明されておいたほうがよいのではないか

なという印象を持ちました。 

遠藤会長：何かございますか。 

子育て支援課長：ご意見をありがとうございます。 

  前半の部分については、障害福祉課が今日は欠席ですので、明快な答えが

出ませんが、この計画を基に新たに、またこれまで以上に連携を深めていき

たいなというところで。来年度は恐らく障害者児計画の調査年に当たってく

るかと思いますので、これも踏まえて、所管課とも連携しながら進めてまい

りたいと思います。 

  また有配偶出生率ですが、これも載せた後、やはり委員おっしゃるような

ご意見も議員さんからも出ましたし、ほかの方からも少し出ておりまして、

その部分の丁寧な回答として、これをつくったつもりではいたのですが、た

だもう少し足りないというところもあるかなとご意見を伺って思いましたの

で、もう少しこの部分、改訂できる部分はないか。意図としては子どもを産

むことが点々、という意味ではないということを、区として強制的にという

のか、そういうニュアンスを込めているわけではありませんので、そこをう

まい表現ができないかなということは考えていきたいと思います。 

原田委員：おそらく、結婚をする、しないのは個人選択だし、結婚をして子ど
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もを産むかどうかということも個人の選択ではあるのだけれども、現実とし

て結婚をされて子どもを産むという選択をされている人における子どもの出

生率が高いということだと思うので、そういったことを丁寧に書かれたらい

いのではないかと思います。 

子育て支援課長：参考にして、修正させていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  数値そのものの押さえ常に必要なものかと思いますが、どういうふうにし

て理由を説明し発信するかという部分ですね。その辺りについては今後も検

討していただければと思うところではあります。 

  ほかにご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  どうぞ、河合委員から。どちらでも結構です。 

篠原委員：今のお話についてなのですけれども。今、私もふだん会社のほうで

どういうパブリケーションをしていくかということを考えていて、そこの知

見なのですけれども、有配偶とか、そういうジェンダー及び結婚しているか、

していないかとかが分かりやすい単語のものは統計学的にもちろん使うので

すけれども、パブリックするときには使わないことに決まりました。こうい

う単語に関しては、ワードに引っかかる方たちがたくさんいらっしゃるので、

そこは分かりやすい見出しとかは考えずに、それでネーミングをしていって

はいかがかなとコメントです。 

遠藤会長：続けてお願いします。 

河合委員：子ども・子育て会議公募区民の河合でございます。 

  すみません、私からは重箱の隅みたいな話をしてしまうことになり申し訳

ないなと思いつつ、いわゆる仕事をたくさんすると、その分突っ込みどころ

も増えるという程度で捉えていただきたいと思います。 

  パブリックコメントへの回答に関しまして、全体の分量がすごく多くて、

すごく大変なワークだと思いますが、一部に、これで返されたらちょっと嫌

だなという書き方になっている部分がありましたので、そこを幾つか指摘さ

せていただきたいと思います。 

  一番多いのは、59、60、61辺りのページで、「できません」のみの感じが気

になっていまして、理由は分かりますけれども、何々してほしい、に対して

できません、と返されるだけでは、あれ？と思われそうで。例えば59なら

「区では応えられませんけれども、都のほうと連携してまいります」とか、

61についても、「困難ですが、引き続き職員の確保に努めてまいります」とか、

何か前向きな姿勢で終わるようにしていただいた方が、このように「できま

せん」という回答だけだと、返された方が逆に、せっかく意見を出したのに、

と、もやっとしてしまう可能性があると思いました。同じように46番なども、

ゴムチップを止めてくれと言っているのに、ゴムチップを整備してまいりま

すと書いてあったり、まだ公開されていないと思いますけれども、公開前に

このような反応が起きそうな部分を再度精査していただければありがたいと、
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炎上しないのかなというふうに思いました。 

  あと先ほどICTとかありましたけれども、用語集を場合によっては後ろのほ

うに何となく難しそうなものはつけていただいてもいいのかなと思いました

ので、これも一つ提案をさせていただきます。 

 以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。よろしくお願いします。 

子育て支援課長：このご意見、全て各所管のほうからの回答を待って載せてお

りますが、確かにいただいたご意見ですと「できかねます」という表現は、

所管課のほうに伝えた上で、この後、複数回の会合を経て世に出て行きます

ので、そこも踏まえて修正できる部分はしっかりとしていきたいというふう

に考えております。ありがとうございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それではほかにいかがでしょうか。 

  もしオンラインでご参加の委員の方で、ご質問、ご意見がございましたら

お出しいただければと思いますが。 

  それではフロアでもう少し何かということがございましたら。 

  もう１点、よろしくお願いいたします。 

河合委員：恐れ入ります。私の知り合いが中央区におりまして、子どもを林間

学校ではないのですけれども、区立の島かどこか離れた緑豊かな場所に１学

期間転校させたという情報がありまして、本当に中央区という場所ではなく

て、その地方の場所を区のものとして運営していて、普通に区立小学校なん

ですよという話を聞いたことがあります。この都心の真ん中にそのような場

所を確保するのはとても難しいことだと思うので、文京区として、そういっ

た提携関係も含めて、どこか離れた緑豊かなところに子どもを行かせられる

みたいな、そういうことがあると夢があるかなというふうに思いましたので、

追加させていただきます。 

 

遠藤会長：本当に貴重なご意見だと思いますので。なかなかすぐにということ

は難しいかもしれませんけれども、構想としてそういうことを温めていくと

いうことも必要なのではないかなと思いますので、ぜひご検討いただければ

と思います。 

  ほかにいかがでございましょうか。 

  それではよろしくお願いいたします。 

塚本委員：文京区特別支援学級連絡協議会の塚本です。 

  改めて計画を読ませていただき、本当にこういう形が実現されていったら

素晴らしい、キラキラしている、と感じました。 

  支援が必要なお子さんをお持ちの親御さんたちから、「基本理念などを見て、

とても素敵だけれど現実から程遠過ぎて思考停止になってしまった。」「パブ

リックコメントに書いたとしても、親のわがままと思われてしまうのではな

いか。負い目引け目を感じてしまった」のようなお話をいくつか伺うことが
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ありました。意見を出したいと思っていたけれど、パブリックコメントの募

集期間が年末年始であったことでなかなか慌ただしく、気がついたら期間が

終わってしまっていたというお話も何人かからお聞きしました。ただ、それ

でも、実際出されたパブリックコメントには、先ほど原田委員からもおっし

ゃっていただきましたが、やはり支援が必要なお子さんの親御さんたちから

の切実な声が多数届いていると感じました。ぜひ、計画に反映していただけ

ればと思います。 

  先ほどの53の項目で、「保護者の会については、行政としては支援や紹介す

ることには様々な課題があるため、現在行っておりません」とご返答がある

のですが、様々な課題というのは具体的にどのようなものなのでしょうか。

未就学のお子さんに関しては、過去には教育センター（児童発達支援センタ

ー）で父母会があったけれど、コロナの影響でなくなってしまったとのこと

で、今はそういう会はないと。小学校の支援学級に入ると、当協議会にほぼ

入会するため情報を得ることはできるのですが、学びの教室や通常級に通っ

ている場合は、少数派なため他の保護者にはお話ししにくいことも多い、と

いうお声をききます。私が支援学級連絡協議会とは別に関わっている保護者

のお茶会でも、やはり特に未就学のお子さんをお持ちの方が、不安感、孤独

感にさいなまれており、様子見と言われている方の不安もとても強く、親が

安心してお互いに話せる場はとても貴重で心の拠り所だと言っていただきま

す。保護者の集まりもピア（peer＝同じ境遇にある者、仲間。ピアカウンセ

リング）だけで行うと問題が起こりやすいので、できれば専門家と手をつな

いで運営していきたい、というのが私たちの願いなのですが、ただ、区や児

童発達支援センターの方にお伺いしても、やはり専門家を送るというのがな

かなか難しいという話をされてしまい、さらに今回のこのご返答で、悩まし

く思いました。 

  計画をいろいろと見ていた中で、新しく国で始まった「親子関係形成支援

事業（児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその

児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身

の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同

じ悩みや不安を抱える保護者同時が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報

の交換ができる場を設ける等、その他の必要な自演を行うことにより、親子

間における適切な関係性の構築を図ることを目的）」は、当てはまる事業では

ないかと思ったのですが、この事業の取り組みのページでも、やはり対象者

が一般の、定型発達のお子さんをお持ちの方のような感じがあります。ペア

レントトレーニングも区で行ってくださっているのですが、募集が一般に向

けてなので、参加したけれどあまり参考にならなかったという声や、そうい

う通常の悩みを抱えている親御さんが集まるところに参加するのはちゅうち

ょしてしまう、悩みも話せないと思うという声を伺います。親たちも困難を

抱えていて、正直それが不適切な養育につながってしまう傾向を私も感じて

いますし、全国的なデータでもやはり支援が必要なお子さんをお持ちの場合、
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虐待率が上がることも出ております。他の自治体さんでは、社会福祉協議会

主催の親の集まりや、ペアレントメンターなども導入されているようです。 

前回高櫻先生がおっしゃってくださったように、「子どもの安心安全を守る

ためには、まず親の安心安全が必要である」といることを痛感しております。

親たちも心が折れながらも頑張って子どもを育てていますので、今回文京区

に児童相談所ができるということ、また親子関係形成支援事業が新しく始ま

るということですので、やはりそのような親の安心安全のためのサポートを、

何かしら支援計画に盛り込んでいただけたらと願っております。 

  申し訳ございません、長くなりました。 

遠藤会長：大変貴重なご意見をありがとうございます。きっと各部署の連携の

中で実現できることもあろうかと思いますので、ぜひご検討いただければと

願うところでございます。 

  それでは、もしほかになければ次の議題のほうに移ってまいりたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

  では、オンラインのほうから、よろしくお願いいたします。 

髙橋副会長：よろしいですか。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

髙橋副会長：すみません。聞き逃してしまったのかもしれないのですけれども、

支援計画の14ページと15ページのところの図の関係なのですが、15ページの

ところに両矢印で相互に関係がありますよというのが示されていて、14ペー

ジのところに全体の構造みたいなのを書いてあるのですけれども、15ページ

のところの中に、これ、学校教育というのは、どういうふうに考えればいい

のかなと。右側のほうから、これだと出てこないのですよね。14ページのと

ころには一番下に学校が入ってきているという立てつけなのですが、これを

どういうふうに理解すればよろしいのでしょうか。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：左側のほうは学校等を含む区の機関ということで、区との関

係機関ということですので、右側のほうには学校というのは載せていないで

す。 

髙橋副会長：分かりました。この左側の下から二つ目のところの学校の要素は

ここに入り込んでくるということですね。 

子育て支援課長：おっしゃるとおりです。 

髙橋副会長：なるほど、そうか。ちょっと分かりにくい気がして、当然ここ小

学校・中学校まで入ってくるわけですよね。それが、ぱっと見て、その存在

が見えてきにくいかなという、個人的な受けた印象なのですが。 

子育て支援課長：確かに縮尺されている部分もありますので。 

髙橋副会長：ここ、小さく学校と書いてあるところに全てが入っているという

ことなのですね。 

子育て支援課長：そうですね。ちょっとここの部分については、副会長がおっ

しゃることも分かりますので、この部分は少し訂正をさせていただきたいと
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思います。 

髙橋副会長：すみません。ここは普通に幼稚園、小学校、中学校と書いたほう

がむしろ分かりやすいかなという。それだけです。すみません、お時間を取

らせてしまって。 

遠藤会長：よろしくお願いいたします。 

河合委員：公募区民の河合でございます。私が言うことではないのでしょうが、

多分14、15ページは見開きになっていると思います、というご理解でよろし

いですか。ですので、下のほうに幼稚園、小学校、中学校のグレーの部分が

15ページにも同じく伸びていて、そこが。 

遠藤会長：そうですね。はい、分かりました。 

髙橋副会長：すみません、私はデータで見ているのでうまく見えなかったのか

もしれないです。分かりました。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  これを見ていて気がついたのですが、ここのところに先ほどDXということ

に関しては「化」をなくしたということがありましたが、上のほうにDX化と

そのまま「化」が残っておりますので、見たついでに気がつきましたので。 

  ありがとうございました。 

  それでは、次の議題のほうに移らせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

遠藤会長：それでは、二つ目の議題（仮称）こどもの権利に関する条例の制定

についてに移ってまいりたいと思います。資料は第２－１号と第２－２号で

あります。 

  それでは、（仮称）こどもの権利に関する条例の制定について、富沢子ども

施策推進担当課長よりご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

子ども施策推進担当課長：子ども施策推進担当課長の富沢です。今年もよろし

くお願いいたします。 

  資料第２－１号につきましてご説明いたします。今回は大きく３点、一つ

目が条例の素案、二つ目がウェブアンケートの結果報告、三つ目が意見聴取

と啓発の結果について、ご説明いたします。 

  まず３ページをお開きいただけますでしょうか。 

  こちらが条例の素案となります。ウェブアンケートのご意見等も踏まえま

して、９月にお示しした骨子を一部修正しております。まずは全体を条文に

近い表現に統一しておるところでございます。前文のところはこれからの検

討ということになってございます。 

  骨子から主に変更したところについて４ページをご覧ください。 

  ４ページの4番のところに「こどもの権利」の種類が掲げてございます。こ

ちら、これまで16項目を挙げておりましたが、④番の網かけになっていると

ころですけれども「家族や大切な人と一緒に過ごすこと」を追加してござい

ます。こちらウェブアンケートの中で、例えば小学生から、「権利と思うこと
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は何かありますか」の質問で、その他の自由意見、自由記述のところで、「家

族と一緒にいられる」とか「家族とみんなと一緒に過ごす」ということが権

利なのではないかというご意見がございました。これを踏まえまして、今回

④番を加えております。先行している区でも、この内容の表現のところは少

ないと認識しているところでございます。 

  続きまして、６ページをご覧ください。13で「安心して相談できる環境づ

くり」が掲げてございます。こちらの２行目、「安心して相談できる」の前に

「ためらわず気軽に」という表現を追加いたしました。こちらもウェブアン

ケートの自由記載のところで中高生から、「相談窓口に行くのにも勇気が必要

である」とか「相談するほどの悩みなのかと思ってしまって話にくいことが

あるかも」などの回答もございました。区では、これまでも各相談窓口で、

相談しやすくなるように周知など様々な取組をしておるところではございま

すが、条文上にも、この「ためらわずに気軽に」ということを明記したとこ

ろでございます。 

  続きまして７ページをご覧ください。６ページの最後17番で「こどもの権

利に関する施策の推進」という項目がございますが、こちらについて具体的

な方向性、方針をお示ししているところです。柱としては４本考えてござい

まして、一つ目が推進に向けた計画、こどもの権利条例にのっとって進めて

いく方針について計画に盛り込んでいきたいと考えてございます。今日、こ

の前のところでご審議いただきました、次期子育て支援計画につきましては、

令和９年度に中間年度で見直しを行う予定ですので、そのタイミングに合わ

せて条例の具体的な推進体制につきましても計画に盛り込んでいきたいと考

えてございます。 

  二つ目が推進施策の確認・検証で、条例に基づく施策の推進、その取組状

況の確認・検討に関しましては、条例案を今検討しています子ども・子育て

会議で引き続き進めていきたいと考えてございます。 

  三つ目がこどもの権利擁護の取組で、条例をお持ちの各区でも相談窓口を

設けてございます。こどもの権利擁護員を置き、相談窓口を開設しています。

本区といたしましても、こどもの権利に関して、どんなことでも安心して相

談できる窓口の開設を進めていきたいと考えています。 

  四つ目がこどもの意見を聞き取る取組で、こどもの権利推進リーダーを募

集しまして、子ども本人の世代になります中高生の方と一緒に条例の前文を

検討していきたいと思ってございます。今年度から７年度に関しては、条例

の案の作成に携わっていただきまして、８年度には制定した条例を今度は啓

発をしていくための手法を一緒に検討していければと考えているところでご

ざいます。 

  この①から④に関しましてはさらに具体的なところを引き続き検討してい

きます。 

  続きまして、ウェブアンケートの結果の概要になります。こちらは８ペー

ジをお開きいただけますでしょうか。 
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  ８ページからが調査結果の速報値、概要書でございます。アンケートは令

和６年10月４日から11月10日まで実施しました。小学校１から３年、４から

６年、中学校、高校、大人の五つに分けて集計をしております。回収数は８

ページの（４）のとおりで、合計で8,712名の方からご回答をいただきました。 

  ９ページをご覧ください。「こどもの権利を知っていますか」という質問が

ございまして、こどもの権利の認知度につきましては、小４以降の区分では

７割から８割の方が「知っている」でした。また「内容まで知っている」と

お答えいただいた方は、それぞれ４分の１程度になってございます。今後も

こちらの「内容まで知っている」というのを増やしていくために本質的な理

解につながっていくような啓発を行っていく必要があると認識しています。 

  続きまして16ページまでお進みください。こちらは、まず子ども向けの集

計結果になりまして、16ページ、17ページのところは先ほどの条例のところ、

でも掲げていました16種類のこども権利について、権利として認識されてい

るかどうかを問うた質問でございます。こちらになりますと、いずれの世代

でも６割以上が、それぞれ全ての16個のものを権利と認識しています。特に

「命が守られ尊重されること」「安全安心に過ごせること」「健康的な生活を

し、必要な医療、行政サービス等を受けられること」「遊び、学び、休むこ

と」の４項目は各世代でも上位に入っているところが見えてきました。また

逆に特に中高生等をご覧いただきますと顕著なのですが、「繰り返し挑戦でき

ること」とか「仲間をつくり集まること」ということに関しては、ほかに比

べると認識は若干低くなったところが見えてまいりました。 

  続きまして、18ページ、19ページをご覧ください。こちらは先ほどの「16

種類のうち守られていない権利は何ですか」と質問しました。どの項目も、

「守られていない」と答えた方は30％以下となってはおりますが、その中で

も特に「あらゆる差別や虐待、いじめなどを受けずに安心して生きていくこ

とができること」「個性が認められ、自分の可能性が大切にされること」「こ

どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと」「自分の意見、考え、気

持ち等を表明することができ、それが尊重されること」の４項目は、各世代

でも高い数値になっているということが見えてきたところです。 

  続きまして23ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは、大人の集

計結果で、先ほどご覧いただいた「こどもの権利として認識されているかど

うか」それから「守られていないものは何か」というものの大人向けの集計

結果です。こちらも16種類のこどもの権利の認知度については、いずれも

75％を超えています。また「守られていない」と感じるものに関しても、16

項目全て30％以下になっています。また項目ごとの多い少ないにつきまして

は、17ページから19ページの中高生と大分類似した状況確認ができたところ

です。 

  今回概要版でございますので、フリー意見やクロス集計は、お示ししてい

ません。こちらに関しましては３月に納品を予定しています結果調査報告書

の本編のほうで皆様にご覧いただけます。 
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  アンケートの結果概要については以上です。 

  次に、意見聴取と啓発活動についてのご説明です。こちらは26ページから

個別の活動の実績報告という形で、それぞれ一つ一つ紹介していますので、

具体的なところは、後ほどご覧いただければありがたいです。 

  次に１ページにお戻りいただき、概要の説明をします。１ページの３番の

ところからご覧いただければと思います。 

  啓発活動、意見聴取につきましては、文の京こども月間に当たります９月

から11月、それから12月にかけて、子ども本人から直接意見を聴く取組や啓

発活動を行ってまいりました。３の（１）はb-labでの啓発でして、b-labの

クイズサークルの方がつくったクイズで、大会をし、その後、哲学対話とい

う形で掘り下げたお話をしました。 

  （２）の中学生サミットとの連携につきましては、浦和大学准教授の林大

介氏の講演を行い、今後引き続き各中学校の生徒会でこどもの権利について

検討し、７月に中学生サミットから提言を受ける予定になっています。 

  （３）は千石西児童館と本駒込南児童館にて、こどもの権利に関する「す

ごろく」で楽しみながら理解を深めた上でグループ対話を行ったものです。 

  （４）は子育てひろば・汐見で保育職員が３歳から６歳の子どもにヒアリ

ングを行いました。 

  （５）は障害のある子どもへのヒアリングで、礫川小学校の特別支援学級、

第一中学校の特別支援学級、放課後等デイサービスのロードでヒアリングを

行いました。こちらの37ページ、38ページにシートをつけています。実際は

もっと大きなサイズ、A3サイズの形で選択肢を示しながら個別にお話を聞か

せていただいたところでございます。 

  続きまして２ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。２ページの

（６）です。こちらは各イベントでの啓発活動でアからエの四つのイベント

に参加し、シールアンケートでこどもの権利を知っているかを聞いたり、モ

ヤッと体験のエピソードを見て、その感想からご自分の体験を考えてもらう

取組を行いました。 

  （７）はこどもの権利推進リーダーの取組です。中高生を募集してリーダ

ー会議を開催していくものです。第１回リーダー会議を今週の24日の金曜日

の夜間に行う予定です。東洋大学名誉教授の森田明美氏にご講演をいただき

ます。本日の夕方に締切り、想定を上回る応募をいただきまして、中学生の

方12名と高校生の方52名で、合計64名の方からご応募いただきましたので、

来ていただく方に、来てよかったと思えるような中身を準備していきたいな

と思っています。 

  次に４番目でございます。４番目は啓発動画でQRコードを載せています。

こちら、こどもの権利を分かりやすく解説する子ども向けの動画を作成して

います。こちらのQRコードからYouTubeの文京区公式チャンネルにつながりま

すので、後ほどご覧いただければと思います。６分半程度のもので、クマ先

生とウサギさんが対話するような形で説明をしていくようなものになってい
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ます。うちの若い職員が一生懸命この動画の編集とか音の関係を調整してお

りますので、ぜひご覧いただければありがたいと思います。 

  最後に５のスケジュールでございます。こちら、別紙２のスケジュールと

同じものではございます。併せてご説明しますと、今回お示しした条例素案

等につきましては、２月議会の文教委員会で報告いたします。またアンケー

トの報告書の本編は３月に納品予定でございます。また７年度の５月、６月

に２回目のウェブアンケートを予定しておりまして、前回と質問項目をすみ

分けしつつ、今回お示しした素案に対するご意見もお寄せいただけるような

内容にする予定です。こちらの進め方なのですが、年度がまたいでしまいま

して、子ども・子育て会議の開催がないタイミングになってしまいますので、

事務局でアンケート案等をつくった段階で、メール等で共有し、ご意見をお

寄せいただく形で進めさせていただきたいと思っておるところです。ですの

で、３月頃にそういった趣旨でご連絡を差し上げられればと思いますのご理

解、ご協力をお願いいたします。 

  私からの説明は以上となります。ありがとうございます。 

遠藤会長：はい、ありがとうございました。 

  ただいまの富沢子ども施策推進担当課長より、（仮称）こどもの権利に関す

る条例の制定についてご説明いただきました。 

  ただいまの内容につきまして、本日ご出席の杉本様、田島様、安藤様、磯

﨑様からご意見をいただき、その後、会場にいらっしゃる委員の皆様、そし

てオンラインでご参加の委員の皆様の順番でご発言をお願いできればという

ふうに思います。 

  それでは、初めに杉本様、よろしくお願いいたします。 

杉本校長：小学校校長会の杉本です。 

  今、こどもの権利に関する条約を改めて見直して、まず一つ目に子どもた

ちから広く意見を聴き取っていただく機会を設けてくださったことに、とて

も感謝申し上げます。 

  特に私たち小学校は育ち学ぶ施設ということの一つということで、５ペー

ジの９番のところですね。８番にも10番にもありますけれども、特に９番の

ところで、改めてこれを読みまして、責任を感じて、この役割を自覚して実

践していかなければいけないということを強く思わされた次第です。先ほど

の権利のところにも子どもの意見を踏まえて修正されているということを伺

いました。学ぶ施設として子どもの意見を反映する、子どもの参加に努める

ということを十分に肝に銘じていきたいと思ったところであります。 

  そのためにも、やはり「知って、考えて、動いていく」ということが必要

ではないかなというふうに思いました。このせっかくできた条例をいかに皆

さんが知るか。学校の教育関係者が知るか。また保護者が知るか。そこに大

きなところはかかっているのではないかなというふうに思います。先ほど推

進体制ということで啓発手法の検討実施というところもありましたけれども、

ここをいかに進めるかにこの条例の成功かどうかというのがかかっているの
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ではないかというふうに思わされました。 

  あと最後一つですけれども、さっきアンケートの中で「遊び、学び及び休

むこと」ということが権利であるというのが非常に高かったというのを伺い

ました。子どもたちはきっと「遊び、学び」というのは権利だと思っている

のです。ここで「休む」というのがセットになってしまっているので、アン

ケートには現れていないのですけれども、これもし「休む」というのが単純

に一つだけ調べたら、子どもたちは「えっ休むことって権利だったの」みた

いなものも、もしかしたらあるのではないかなということで、このこどもの

権利の⑤番のところが高かったから、そういう認識でいるのだというのはち

ょっと簡単にはいかないのかなというのを思わされたところです。 

  以上です。 

遠藤会長：それでは、その次に田島様からご意見を頂戴できればと思います。

よろしくお願いいたします。 

田島校長：中学校校長会の代表として来ております第一中学校校長の田島佳子

です。よろしくお願いいたします。 

  33ページ34ページに子どもヒアリング、第一中学校特別支援学級というこ

とで、本校のほうに来ていただいて、本校の特別支援学級、５組と言ってい

ますけれども、そこの子どもたちの意見を聴き取っていただきました。この

質問のシートですけれども、これもやっぱり線を入れたほうが見やすいので

はないかとか、こういう質問の仕方のほうが子どもたちは答えやすいのでは

ないかということで、かなりうちの学級の担任と区の方がやり取りをしてい

ただいて、よりよいものにしていただきました。その様子を私は間近で見て

いましたので、本当に丁寧にやってくださったなというふうに思って感謝を

しております。 

  実際にこのアンケートを取るときにも来ていただきました。それで、その

アンケートだけでいいのではないかと思ったら、こどもの権利に関する授業

を５組の担任がすることになったのです。そしたら、それを初めから見たい

ということで、その時間、全部来ていただきまして、子どもたちの様子、そ

れから先生たちがどんなふうに説明をして、パワーポイントをつくって説明

をしていましたけれども、それも見ていただきました。34ページの一番下に

写真が載っていますけれども、これが実際そのとき、うちの担任がやった授

業です。授業をしてからアンケートを取っていただきました。 

  こういうふうに、やっぱりただアンケートを配って取るのではなくて、実

際の場で子どもと教員の距離感とか様子とかを見ていただきました。帰ると

きに、子どもの様子が実際に見られてとてもよかったですというふうにお帰

りになったときのその表情が、やっぱり子どもを大事にしている方々がこう

いう区の中にいらっしゃって、そして、そういう部署でこういう仕事をして

くださっているのだなということで、大変ありがたく思いました。 

  それから、ちょっと全然関係ないのですが、子どもを取り巻くということ

で、私中学校ですので、今の状況というか情報提供だけさせていただければ
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と思います。 

  まず進路の関係です。東京都の各地区の、600校以上中学校があるのですけ

れども、そこの各地区の代表校長が月に１回ぐらい集まるのですけれども、

うちの学校で集まっていただいていて、そこで実は都立高校の情報がありま

す。どういうことかといいますと、私立高校に行くお子さんに関してある程

度援助。そうなってくると、やっぱり私立に行くお子さんが増えるだろうと

いうふうに予想されていました。実際に増えました、3,700人ぐらい。私立の

ほうに都立から流れているというような形になっています。都立がそのぐら

い減って、私立が増えているという状況です。実はこれ30年ぐらい前に同じ

状況がございました。そのときは都立離れです。それで平成６年にそれが起

きました。71％、都立に行く子たちが。そのときに４年後ぐらいに都立の大

編成が起きたのです。統廃合が起きて、いろんなチャレンジスクール、何と

かスクール、重点校というのができました。都立の人気がまた上がってきま

した。また、ここに来て、実は70％を切りました。かなり低い。今東京都内

大騒ぎになっております。ということは、あと４年ぐらいたったときに、も

しかしたらまた都立高校の再編成が起きるかもしれないという、うわさです。

今そんなようなことになっているということを、情報提供として言わせてい

ただければと思って発言させていただきました。 

  先ほど、先に言いましたけれども、本当にこれを一生懸命つくってくださ

っている方の子どもへの思いというのは、私は本当に近くで見ていて、そう

思いました。今後ともよりよくなっていくことを願っております。 

遠藤会長：ありがとうございました。 

  それでは、次に安藤様からご意見を頂戴できればと思います。よろしくお

願いいたします。 

安藤弁護士：よろしくお願いいたします。弁護士の安藤です。 

  まずこどもの権利推進リーダー、すごく応募があったということで私もび

っくりしておりますけれども、非常にいろんな議論ができていいのかなと思

っています。これ、傍聴とかできるのですか、あまりしないほうがいいかな。 

子ども施策推進担当課長：子どもたちには自由に発言していただきたいので、

傍聴は考えていません。 

安藤弁護士：そうですよね。すみません、本当に非常に興味がある会議になる

のかなというふうに思っております。 

  あと、先ほど田島先生がおっしゃっていただいたように、学校の先生自ら

がこういうふうにこどもの権利の授業をされるということ。その後に子ども

たちにどういう権利なのかというアンケートを取られて、非常にいい試みだ

と思います。先生方には本当ご負担かもしれませんけれども。そういった意

味で、もちろん子ども本人に対して、このこどもの権利というものの啓発活

動というのは推進すべきことかもしれませんけれども、それはやはり一番子

どもと身近に接しられている小学校、中学校、高校の先生方に対しても、こ

どもの権利の啓発とかを実施されたら一番よろしいのではないかなと思いま
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す。 

  あと、条文も素案ということで、あまり細かいことも、これから決まって

いくことだと思いますけれども、ちょっと多いかなという気が私自身はして

おりまして、グルーピングを適切にしていただいて項目を立てていただけれ

ば整理もしやすくなってくるのかなというふうに思っておりますので、引き

続き進捗を見守っていきたいというふうに思っております。 

  以上となっています。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは礒﨑様のほうより、ご意見を頂戴できればと思います。 

礒﨑弁護士：弁護士の礒﨑です。よろしくお願いいたします。 

  先ほど安藤委員がおっしゃったことに尽きるというか全く同じなので、特

に私から追加して申し上げることはございません。 

遠藤会長：どうもありがとうございます。 

  一旦ここで、もし富沢課長より何かご回答がありましたら、よろしくお願

いいたします。 

子ども施策推進担当課長：４番の項目がもともと16あって、今回１個足したの

で、多くなっています。こちら最初つくるときは、いわゆるユニセフ等でも

出している条約のほうで四つの権利という考え方です。生きる、育つ、守ら

れる、参加するの４つです。それをイメージしながら項目を挙げていったの

ですけれども、複数にまたがるものもあったりして明確に分けにくいところ

もあり、内容が近い順番を意識してつくっていますが、これをさらにまとめ

るとなると、少し時間をかけていく必要があります。引き続き検討させてい

ただきます。 

  あと、先ほど一中の特別支援学級でのお話が出ましたが、ほかの施設につ

きましても、非常にご協力をいただきました。改めてご協力いただいた方へ

の感謝を、この場で申し上げさせていただきます。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは、まず会場にいらっしゃる委員の皆様から、ご質問、ご意見を頂

戴したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

河合委員：公募区民の河合でございます。 

  一つ一つ活動を積み上げられて、これからもどんどんこの活動というか状

況が区内に広まっていくことを願いつつ、一つ質問なのですが、いわゆる啓

発活動とか広報活動はリーチをどれくらいで想定されているか、どのくらい

の人数に届けていくかというのが、多分最終的な目標になると思うのですけ

れども、今のところですと、活動状況としては20人が対象。区内のメンバー

として14歳以下の生産年齢人口が2万4,000人いるということなのですけれど

も、最終的にこの啓発活動について、何人くらいの方に直接な活動をされる

ことを想定しているのかという点の確認です。私のほうで前に聞いて、間違
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えていたのかもしれないですけれども、小学校か中学校を全部回って授業を

しますみたいなことを、おっしゃっていたような記憶がおぼろげにあるので、

全員に授業して回るのかな、私の知り合いのところにも行くのかなとか思っ

ていたのですけれども、そうではなくて、今のところは割とこぢんまりと、

しっかりと掘り下げながらやられているということは評価するのですけれど

も、人数的なものとしての活動計画がどうなっているか確認をさせていただ

ければと思いました。 

子ども施策推進担当課長：まず今年度に関しては、初めての取組であり、行け

るところから行ってきたというものです。前のお話で、もしかしたら誤解を

招いてしまったようですが、何年かかけて幾つか回っていくということはで

きるという話を差し上げ、たくさんのところを回りたいという趣旨でした。

全部回りますといきなり宣言するのはなかなか難しいところです。 

  また、ヒアリングだけでなく、お祭りとかイベントとかに顔を出して周知

していくやり方でも、アプローチする対象とかやり方も大分変わるのかなと

思うので、それぞれのよさを生かしながら進めていきたいと思います。 

  啓発等については、数値目標を掲げるのは正直難しいと考えます。条例は

難しく捉えられがちなところがあるので、こどもの権利を自分事として捉え

ていただくため身近なところで様々な啓発活動をやっていく考えです。 

  我々としてもマンパワーなど資源の限界というのもあり、継続的に一度に

たくさんより長い息でやっていくことが必要だと考えます。また、今回取り

組むこどもの権利推進リーダーもそうなのですが、我々と関わっていただい

た方がまた次の方に広めていただけるという効果もあろうかと思うので、そ

のような形で幅広く広がっていくことも想定して進めてまいります。ご理解

をよろしくお願いいたします。 

遠藤会長：はい、ありがとうございます。 

  ほかにいかがでございましょうか。よろしくお願いいたします。 

五十嵐委員：小学校PTA連合会の明化小学校の五十嵐です。 

  とても丁寧にお子様からの声をアンケートを取っていらっしゃるなと思っ

ていて、私も子ども３人育てているのですけれども、小学生の子どもは、も

うこれ学校でやったよと、エルゲートでアンケートに答えたよというふうに

教えてくれていて、そうやって学校単位でも連絡が行く。家庭にはがきが来

るだけだと見逃してしまいそうなところも、ちゃんと学校経由で丁寧に拾っ

てくださっているという、声がちゃんと届く用意工夫してくださっているな

と思いました。 

  最近では多分恐らく私の学校だけではなく、ほかの学校もだと思うのです

けれども、ホーム＆スクールを区内で導入されていて、家庭教育講座とかも

各小学校からではなく、家庭教育講座、大本からホーム＆スクールは流れて

くるようになっています。つい最近では文京区内の警察署からのお知らせと

いうことで、そういった自治体の通知も含めて、私たちのほうで、母親、父

親、保護者が特別に何か登録を追加するわけではなく、小学校に登録してい
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る保護者であれば届くように、都内での特殊詐欺被害が発生しています。気

をつけてくださいみたいなことも流れています。こういったことをうまく利

用しまして、こういったこどもの権利条約、小学生の親とか、そういうホー

ム＆スクールのアプリを入れていらっしゃる人へ、こういう素案ができまし

たとか、この条例が始まりますとか、そういったことを通知することはでき

るのではないかなと思いました。子どもが、全部PDFとかになっていると子ど

もの目を通らずに親だけに来るとか。あと紙だと、子どもを経由して子ども

も見ることができるとか。学校で行われているものは子どもしか見ないで親

には家庭の中には届かないとか。いろいろ紙やデジタルや物によっていろい

ろ届く、届かないがあると思うのです。なので、こういった、子どもに向け

ても、そういうエルゲートとかで届く、小学校でやる。それから、保護者に

向けても直接届くようなうまく工夫をしていくことができるのではないかな

と思いました。よろしくお願いします。 

遠藤会長：貴重なアイデア、ありがとうございます。 

  それでは、ほかにいかがでございましょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

秋山委員：子ども・子育て会議区民委員の秋山です。よろしくお願いします。 

  最初余談からですけれども、年末ぐらいから結構、私、１歳の子どもがい

て子育て広場とか児童館とか行きます。結構大きくチラシでこども条例の案

内を見かけるようになったので、周知されるといいなと思っている次第です。 

  質問というか要望で、今後お子さんとかのいろいろアンケートを取られる

中で、こういった観点が取れると、より深掘りできるかなと思ったところが

２点あるので、それを申し上げます。 

  一つは大人のアンケートのところの結果、21ページに「子どもの話を聞い

ているか」というのがあるのですけれども、この子どもから見た親が自分の

話を聞いてくれているのかというところのアンケートが取れると、そこのギ

ャップを、条例とか、もしかしたら、話題がそれますけれども、子育て支援

計画とか、その辺りにも盛り込める、もしかしたらエッセンスがあるのでは

ないかなと思いましたので、そういった点が取れるといいなというふうに思

いましたので、コメントさせていただきました。 

  もう一つは、27とか28ページにある児童館のヒアリングで、特に質問の３

です。大切にされていると感じていますかのところで、物をもらったという

コメントが結構多いなという印象が受けました。これ、本当に物をもらった

からそう思っているのか。その背景ですね。例えば物をもらったときに褒め

てもらったとか。もしそういった深掘りすると、私とか仕事上なぜなぜ分析

とかよくやりますけれども、そういった深掘りをした結果、物をもらうとき

に褒めてもらっていろいろ言われたことがうれしいのか。単純に物をもらっ

て、それが大切、その辺が分かってくると、またそのエッセンスも、条例と

か、そういうところに生かせるのではないかとか。あと居場所についても、

なぜその場所が安心して過ごせるのかみたいなところを、子どもさんなので、
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なかなかそういった理由を聞くのも難しいと思うのですけれども、この辺り

小学校の先生とか小児心理に詳しい方とかの専門的な方のご意見も伺いなが

ら、その辺が深掘りできると、この辺りのエッセンスがもうちょっと分かる

のかなと思いましたので、コメントさせていただいた次第です。 

  以上です。 

遠藤会長：ありがとうございます。今後ぜひ生かしていただければと思います。 

  それでは、オンラインでご参加の委員も含めまして、何かご質問、ご意見

等ございませんでしょうか。 

  それでは、この議題に関してはよろしいでしょうか。 

遠藤会長：それでは、三つ目の議題、若者支援に関する取組状況についてに移

ってまいりたいと思います。 

  若者支援に関する取組としては、現在実態調査が行われているところでご

ざいますが、今後の予定を含めまして状況の報告をしていただきたいと思い

ます。資料は第３号となります。篠原子育て支援課長よりご説明をお願いい

たします。 

子育て支援課長：それでは資料第３号、若者支援に関する取組状況についてを

ご覧ください。 

  今現在、若者の生活に関する実態調査を行っている最中でございますので、

特段更新はないのですけれども、改めての検討経過を１番のほうに記載して

ございます。 

  今現在行っています子ども・子育て会議に加えて、地域福祉推進協議会の

子ども・若者部会という名称を変えまして、検討体制を今構築しております。

それに当たりまして、茗荷谷クラブの方々や青少年委員の方々にもご参画を

いただいて、来年度以降より深い検討をしてまいるという予定でございます。

また、今年の１月から区内７万人を超える方々、全数への調査の案内を行い

まして、「若者の生活と意識関する調査」を２月まで実施してございます。２

番目の調査概要についてはこちらにお示しのとおりで、２月19日までの調査

予定でございます。 

  今後の予定については、こちらにございますとおり、３月末まで調査の集

計を行いまして、４月以降調査結果を基に若者計画の検討を１年間かけて、

この部会等を経ながら行っていく予定でございます。なお、これはあまりア

ピールするところでもないのですけれども、今回の若者の方々に、より知ら

しめるということで区報やSNSも使って周知しています。恐らく文京区で初め

てYouTubeを使ったターゲット配信を行っております。文京区にお住まいの、

Googleの統計上44歳という中途半端な年齢設定になってしまうのですが、44

歳までの方々に対して動画が流れるようになっておりまして、お手元にカラ

ーのチラシがあるかと思うのですが、ここに動画のリンクも貼ってあります

ので、どうぞご覧になっていただければと思います。YouTubeの検索画面で

「文京区若者」と検索すると、その動画が約１分ちょっとですけれども、出

るようになっておりますので、お時間があるときにご覧いただければと思い
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ます。こどもの権利とまたちょっと違ったテイストのポップな動画が流れる

ようになっておりますので、ご覧いただければと思います。 

  今調査が１月16日から始まっているのですけれども、現在までに回答が

2,927件で、回収率は4.1％なのですけれども、母数が多い分、件数も多く出

ていますが、回収率としては4.1％ほど。なるべく10％に近い数字までできれ

ばいいなというふうに考えてございます。 

  報告については以上でございます。 

遠藤会長：ありがとうございました。今、篠原子育て支援課長より、子ども・

若者支援について、ご説明をいただきました。 

  ただいまの内容につきまして、ご意見を頂戴できればと思います。 

  初めに、本日ご出席いただいております、青少年健康センター茗荷谷クラ

ブ、井利様より、若者当事者に意見を聴く際のポイントや留意点などにつき

ましてご意見をいただき、その後、会場にいらっしゃる委員の皆様、そして

オンラインご出席の委員の皆様の順番でご発言をいただきたいと思います。 

  それでは、最初に井利様のほうからご意見等を頂戴できればと思います。

よろしくお願いいたします。 

井利様：ありがとうございます。青少年健康センター茗荷谷クラブの井利と申

します。よろしくお願いいたします。 

  私たちは文京区ひきこもり支援センターというところと協同という形で委

託を受けておりまして、ひきこもりの方の主な相談と、それから居場所と、

それから社会参加準備支援をやっております。2020年からは義務教育の終わ

った方から39歳までだったのを、全年齢を取っ払ってというところで、今、

非常に困難を極めているのがいわゆる8050問題といって、80の親御さんの元

にいる50のひきこもりの方という形で、かなり年齢幅を広げている分、かな

り支援が難しくなっているかなというのが現状かなと思います。 

  私のほうからは、まず8050は置いておいて、若者の現状についてのお話と、

それから先ほど言っておりました、当事者からどうやって意見を聴くかとか、

どうやって声を拾うかといったことについての考えを少しお話しさせていた

だければと思います。 

  まず若者の現状についてなのですけれども、皆さんご存じかと思いますけ

れども、15歳から39歳のひきこもりの若者54万1,000人という形になっており

ます。15歳から64歳までを入れると、全体で2023年3月に出た統計では146万

人。実に50人に１人がひきこもりの状態にあるという状態で、これは64歳ま

でではありますけれども、非常に社会全体が孤独、それから孤立といった問

題を抱えているなということが明らかになってきているかなというふうに思

います。そして、不登校の数が34万6,000人です。小・中・高です。高校の不

登校生徒は6万9,000人という形で、非常に不登校問題も大きな問題になって

おります。それからいじめの認知件数に関しては73万3,000件、うち重大事態

の発生件数が1,306件と、それぞれ過去最多を更新しているというところで、

若者を取り巻く現状はどんどん悪化しているというふうに言わざるを得ない
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かなと思います。 

  問題は自殺者なのです。自殺者に関しても、女性と若者の自殺者数の増加

といったものが非常に問題になっておりまして、こういった自殺者、なぜか

というところで、恐らくは経済的苦境よりも孤立感といったもの、あるいは

孤独感の悪化が自殺念慮、自殺したいな死にたいなという気持ちに大きな影

響を与えているというふうに言われております。それから、2022年の日本財

団第５回自殺意識調査によって、こちらはインターネットの調査であります

ので、多少バイアスはかかるかもしれませんけれども、希死念慮という言い

方をするのですけれども、死にたいと思っているという方の思った、非常に

強く思ったということで、そちらの経験ありという方が44.8％。15歳から29

歳、約２人に１人の人が死にたいと思ったことがあるということです。５人

に１人の方は自殺未遂とか自殺準備の経験があるということで、非常に希死

念慮の経験者ということが多くて、しかもその４割は実際に自殺未遂の経験

を持つという統計も出ているという具合で、多分私たちが、私はかなり60代

以上ですけれども、私たちが思っている以上に今の若者たちというのは非常

に苦境にさらされているということをもっと認識しなければいけないし、そ

ういったことが意外と子どもは割と見えるのですけれども、見えにくくなっ

ているなという現状かと思います。そして、そういう現状を通して、そうい

った希死念慮とかを持ったときに相談するという中で約６割ですか、６割の

方は誰にも相談せずというところで、しかも相談するとしても、公的機関よ

りもSNSで初めて知り合った人のほうが上位になっているという結果が出てい

るというふうに聞いております。 

  この希死念慮については、いわゆる小児期の逆境的な経験のある人のほう

が非常に希死念慮を持つ傾向が強いということで、逆境的経験というのは、

不登校だったり、いじめだったり、虐待だったりとか、そういったことなの

ですけれども、そういった経験が一つでもある人は７割が希死念慮を経験す

ると。要するに小さい頃のこういった経験が、本当にずっとずっと後遺症の

ように残ってしまうというところで、前回も申し上げたと思うのですけれど

も、こういった子育てとか、それからこどもの権利といったことをきちっと、

それは連綿なく続いている問題であって、小さい頃から引きずっている問題

が非常に多くて、家庭の問題も含めて。そういったところを切れ目なく支援

していくということがいかに大切かということかなというふうに思います。 

  こういったように孤独、孤立の問題が非常に大きいかなというふうに思っ

ておりまして、先ほども聞いておりましたところ、青少年の健全育成と実際

の活動支援ということで、中高生の居場所の確保というところで、今年度事

業がいろいろ活発になってくるのかなと非常に期待できるかなというふうに

思っております。 

  ただ、いわゆる声を上げにくい若者たちといった方たちの声をどうやって

拾うかということが問題かなというふうに思っていて、３割強の方は10代の

うちにひきこもり状態になっておりますという現実。それから30代でひきこ
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もり始めた若者も23.7％という形になっております。人と関わることへの不

安を共に持っているというふうに答えた不登校の方が95％。それからひきこ

もりの方は91％。ニートと言われている方は80％というふうに言われており

ます。こういうふうに困難を抱えた若者がたくさんいるのだなということと

同時に、一般の方たちというか、いわゆるそんなに困難ではないという、私

の印象ではかなり二層化している雰囲気はあるのですけれども。 

  令和６年に東京都が行いましたひきこもりへの認識に関する世論調査によ

りますと、「ひきこもりは誰にでも起こり得る」というふうに回答した人が

72％でトップだったと。そして「ストレスから身を守っているのだよね」と

いう回答が41％。「他人事ではない」40％と続いてきます。それから「社会と

の関わりを避けて家や自室に籠もる人の気持ちが分かる」という若者たちが

61％が「分かる」、「分からない」と答えた方は38％だった。それから「自身

がひきこもりになったときにどこに相談するか」と、その相談先としては

「家族」が49％でトップということになっています。これはどういうふうに

取るかという問題もありますけれども、いかに家族に物すごく負担が行って

いるかということだと思うのです。引きこもった子どもを抱えている、不登

校のお子さんを抱えている家族が物すごく負担を感じて、本当に大変な思い

をしながら日々送っているのかなというふうに思います。 

  それでは、次の若者当事者から意見を聴く際のポイントと留意点というご

質問を受けておりますので、そちらについて少しお話しできればと思うので

すけれども、まず難しいですよね。というのは出てこられない方たちがすご

く多いということなので、でも、いろいろな就労なのか、それともヤングケ

アラーの問題もあると思いますし、課題に応じて様々な支援団体というのが

あると思うので、そういったところの運営する場所にやっぱり出向いてヒア

リングをするということが大切かなというふうに思います。今回のこどもの

権利でもヒアリングをたくさんやっておりますが、やっぱりこちらが出向い

て行くということです。困難を抱えている若者たちが集まっているところに

自分たちで出向いて行くことが重要かなというふうに思います。そうでない

と声を拾うことは非常に難しいです。若者と信頼関係ができている支援団体

と連携しながらやっていくという、今は体制はできていないですし、これか

らなのだと思いますけれども、非常に大変ですけれども、そういった体制を

つくっていく必要があるというところで、出向いて行くときには、区の職員

の方にちゃんと同席していただいて、自分たちに声を聴かせてくれといった

形での同席をしていただいて、雑談を通じながら不満や悩みを伺いながら、

そして、では区としてはどういうふうにすればいいかねとか、行政には何を

求めるかねということを聞いていただければというふうに思います。 

  ただ支援団体にアクセスできない若者という者もたくさんいらっしゃるの

で、オンラインという方法もあるかと思います。ただオンラインという方法

も取らざるを得ない部分はあるかと思うのですけれども、広く聴けばいいの

かという問題もあります。個々が非常に百人百様で、いろんな思いを抱えて
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いるので、もっと狭く深く拾っていく方法もあるのではないのかな。どうい

うふうなことを考えているのかなとか、どういった人生をこれまで送ってき

たのかなとか、どういったことがすごく困難でつらいのかなといったような

ことを聴いていくという深く掘り下げていく方法もあるのかなというふうに

思います。これはよくアンケートとかで数字が出てきて、その数字でもって

こうだああだという方法も、もちろん大切だとは思うのですけれども、そう

いったところからは本当になかなか伝わってくるものがないですね。彼らの

言葉一つ一つ、たったの一事例だったり二事例だったり十事例ぐらいだった

かもしれないですけれども、そういった言葉のほうがうんと重みがあるかな

というふうに思っていて、その独自の方のそういった気持ちとか、そういっ

たものを聴けるということも重要なのではないかなというふうに思います。 

  あとは声を聴くためのスキルといったものは、やっぱり必要かなというふ

うに思って、ただ本当にただ話を聴ける人といった方がいらっしゃるといい

かなと思っているのですけれども。この間、茗荷谷クラブのほうに都のほう

から依頼がありまして、これから居場所をつくりたいという行政の方とかが

来るので見学させてくれないかとか、あるいはクラブの利用者さんにいろい

ろインタビューをしたいのだけれどもというようなことがありまして、では

お引受けいたしますという形で引受けをさせていただいたときに、見学とか

をしてもらって、茗荷谷クラブはこういう場所ですよという説明をした後で、

何々区か忘れましたけれども、区の方が質問をなさったのです。「将来どうな

りたいですか」という質問だったのです。これは本当に驚きました。将来ど

うなりたいかが、そんな質問に答えられれば、こんなところに来ていないで

すよ。そういうことに応えられなくて、すごく悩んでいて、今その心の土台

をつくって、何とか社会に出て行きたいと思っている人に対して、将来どう

いうふうになりたいですか。この質問を受けたときは啞然としまして、やっ

ぱりこういう、多分彼らは傷つくかなと思ったし、非常にびっくりしたと思

うので。そういったことがないようにということはそのときに強く思ったの

で、一言お話しさせていただきました。 

  あとインタビューをした場合には、必ずフィードバックが欲しいかなと思

います。こういったことをいって、本当にパブリックコメントに対して物す

ごく丁寧に答えていてすごいなと思って、こういう形でのきちっとしたコメ

ントなりフィードバックがあるということで、彼らが自分の話をちゃんと聞

いてくれる人がいる、自分の意見がどこかに反映されるかもしれないといっ

たような思いを持てるのかなというふうに思います。 

  それから、これはどうなのか分からないのですけれども、交通費ぐらいの

謝礼は必要かなというふうに、現実的なところではそんなことを考えたりし

ています。まだ今の状態からどういうことができるのかということも、私も

ちょっとよく分かっていない状態ですが、一意見として聞いていただければ

と思います。 

  以上になります。ありがとうございました。 
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遠藤会長：現在の若者の現状について貴重な情報をお寄せいただくと同時に、

意見聴取のための具体的な方法、アプローチの仕方ということについても

様々なアイデアを今頂戴したということだと思いますけれども、何かこれに

関しまして、まず区側のほうから何かございますでしょうか。 

子育て支援課長：貴重なご意見、ありがとうございます。様々な示唆に富んだ

やり方で、例えばオンラインを使ったことだとか、実地に赴いて行くという

ところも、区としては意識しておりますけれども、その聴き方一つで、かな

り受け取り方も違うということで。区の職員、行政職員ですので、できるこ

とには限りがありますが、せめてしっかりと現状を理解した上で聴くという

ことに重きを置いて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

また調査結果が出ましたら、ぜひ今度ご見解をお聞かせいただければと思っ

ております。ありがとうございます。 

井利様：ありがとうございます。今回の７万人へ配布の調査結果、いろいろな

ところでいろいろなアンケートを取っておりますけれども、非常に文京区ど

んな感じになっているのか、楽しみに思っています。アンケートを通じてど

ういったところに、どういう若者が何を考えているのか、引きこもっている

困難を抱えている若者たちはどういう気持ちなのか、そういったところを一

緒に学びながらやれればと思います。ありがとうございます。 

遠藤会長：ありがとうございます。 

  それでは、フロアにいらっしゃる委員の方から、もしご質問、ご意見がご

ざいましたら、お出しいただきたいと思いますが、いかがでございますでし

ょうか。 

  よろしくお願いいたします。 

原田委員：区民委員の原田です。 

  今回の若者調査に関して短期間で色々調整をされて、私もプレテストをや

ってみましたけれども様々に工夫されていて、本当に職員の方々は大変だっ

たろうなと思います。私にも、まだ自宅ポストでは見ていないのですが、届

くはずなので、回答率に微力ながら貢献させていただければというふうに思

っているところです。 

  今回は、実際調査をした後のことをぜひ考えたらいいかなと思って、この

会議も少し次回まで期間が空くので発言をさせていただければと思うのです

けれども、調査結果を踏まえて様々な課題が見えてきたときに、文京区とし

てどういったことをやっていくべきなのかということは、いろいろ考えてい

く必要があるのかなと思います。というのは、多分ひきこもりの関係とか、

働けていないところの支援だとか、そういったところというのは、例えば厚

生労働省のほうでもわかものハローワークをやっていたりとか、サポステが

あったりだとか、そういうようなこともされているかなと思います。あとは

女性に限ってですけれども、若年女性の支援みたいなことをされているよう

な団体、NPOさんとかもあるのかなというふうに思います。そういった、東京

において別に文京区の人が、その文京区を越えて移動しないということでは
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ないかなと思いますので、23区でほかに資源があるようなものとか、されて

いるようなものというのは、そういったところにお願いをしたりとかしなが

ら文京区独自で課題を見つけて、こういったことに取り組むべきではないか

とか、こういったところに政策的な隙間があるから対応すべきではないかと

いうことが何か見つかると、とても有益な、せっかく計画もつくるし、文京

区として取り組む意義がある施策につながっていくのかなと思います。 

  そういった観点からも、私、ご提案というわけではないのですけれども、

区外も含めて似たようないろいろ、わかものハローワークもそうですし、サ

ポステもそうですけれども、されているようなところでお話を伺っていただ

いて、基礎自治体にやってもらったら助かるなと思っているようなこととか

を、そういったような他の行政機関などからの声も聴いていただくと、とて

もよいのかなというふうに、調査結果も踏まえて基礎自治体の意義みたいな

ことを考えていければいいのかなというふうに思って感じているところです。 

  すみません、感想というか提案みたいなことで恐縮ですが、以上です。 

遠藤会長：ご提案ありがとうございました。 

  調査が今進行中ということで、結果が得られていない段階ですが、結果が

得られて、さらに議論を深めていきたいというふうには思うところでござい

ますが、どうしてもということがございましたら、ご意見、ご質問等、オン

ラインでご参加の委員の方も含めて頂戴できればと思いますが、いかがでご

ざいましょうか。 

  大分時間が予定の時間に近づいてきておりますが。はい。 

篠原委員：すみません、一個だけ。 

  今４％だったと思うのですけれども、既にある程度、年齢別にどこがなか

なか集まりづらいとかというのがあるのでしたら、どういうふうに施策を打

っていくのかでパーセンテージが上がる、上がらないが見えるところかなと

思うので、ぜひご検討いただけたらというところと。もしかして30歳ぐらい

の若くなくなってきた自覚がある人は、この封筒を受け取って、若者…。 

遠藤会長：そうですね。確かにそれはありますね。 

篠原委員：というところがあるかもしれないので、私も自分で受け取って開け

るのを優先しないなという気持ちがありまして、なので、もしかしたらそう

いう層、40歳に近いといいますか、上限に近い10歳、５歳とかというところ

を目がけて何か追加を打ってもいいのかなと思った次第です。 

  以上です。子ども・子育て会議区民委員の篠原でした。 

遠藤会長：若者という言葉の主観的な受取りには、非常に幅があるところだと

思いますので、ぜひそういったところにも配慮をしていただければと願うと

ころでございます。 

  ということで、予定の時刻を大分過ぎてきておりますので、それでは、こ

の議題に関してはよろしいでしょうか。 

それでは、本日議題として予定していたものにつきましては全て終了いた

しました。 
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  最後に今後の予定などにつきまして、事務局のほうからご説明いただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：本日も活発なご議論を誠にありがとうございました。 

  令和６年度に予定しておりました子ども・子育て会議及び地域福祉推進協

議会子ども・若者部会は本日が最後でございます。今年度の初めから審議を

いただいた子育て支援計画については、今後庁内会議や議会報告を行い完成

となります。 

  ここで、閉会に当たりまして、文京区の幹事を代表し、子ども家庭部長の

多田よりご挨拶を申し上げます。 

子ども家庭部長：子ども家庭部長の多田でございます。本日は６年度の最後の

会議ということで、幹事を代表してご挨拶をさせていただきます。 

  この間、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、本会議にご出席いた

だきまして、様々な角度から大変貴重なご意見を賜りました。まずはこのこ

とにつきまして、改めて感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

  さて、委員の皆様にお取組いただいた点につきまして、今年度を振り返り

ますと、主なところで三つの事業について、ご検討いただきました。本日の

議題、そのままになってしまうのですけれども、１点目は５年ぶりの改定と

なった子育て支援計画の策定になります。本日の議題にもありましたとおり、

委員の皆様からのご意見、その後のパブリックコメント、説明会を経まして、

最終案にこぎ着けることができました。 

  次に、こどもの権利に関する条例についての検討です。こちらにつきまし

ては、来年度もこどもの権利推進リーダーなど、引き続き子ども本人からの

意見をしっかりと聴きながら条例策定作業を進めていきたいと考えておりま

す。 

  最後に、年度途中で策定することが決まりました若者計画でございますけ

れども、こちらにつきましては、先ほどもありましたけれども、先週の15日

に「若者の生活と意識に関する調査」について、文書を発送したばかりであ

りますけれども、ただいまの議論にもありましたけれども、調査結果を基に

来年度は計画策定の作業に入ります。何分にも初めての計画でありますので、

委員の皆様からの幅広い視点でのご意見を頂戴できればと思っております。 

  さて、本年４月からは区の児童相談所がいよいよ開設されます。職員一同

改めて気持ちを引き締めて取り組んでいきたいと思います。また、今後の我

が国のこども政策につきましては、引き続きこども家庭庁を主軸とした短期

的かつ中長期的な活発な動きが予想されるところであります。本区としても、

そうした動向を注視しながら本区における子どもたちや子育ての状況をしっ

かりと捉え、また子ども・子育て会議をはじめ様々な議論を重ねながら文京

区ならではの政策を一層推進し、文京区の子どもの最善の利益を守っていく

所存です。 

  最後になりますが、委員の皆様のますますのご活躍、ご健康を祈念いたし
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まして、私からのご挨拶とさせていただきます。１年間どうもありがとうご

ざいました。そして、来年度もよろしくお願いいたします。 

子育て支援課長：委員の皆様、これまで誠にありがとうございました。 

  今後の予定ですけれども、今後、子育て支援計画については冊子を作成し

終えた後、３月末に納品の予定でございます。納品されました折には皆様方

にもお送りさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。 

  また、今後、来年度についてでございますが、子育て支援計画の内容の進

行管理が来年度ございます。また、こどもの権利に関する条例の制定の引き

続きの検討、また若者支援に係る計画の策定をまた１年間かけて主な議題と

して取り上げてまいります。引き続き次年度もよろしくお願いいたします。 

  事務局から以上でございますが、最後にこの重責を本当に長期間担ってい

ただきました遠藤会長より、ぜひお言葉をいただきたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

遠藤会長：今年度は５回にわたりまして、毎回本当に活発なご議論いただきま

して誠にありがとうございました。それぞれのお立場、そしてまたご専門の

観点から貴重なご意見を頂戴して、私自身本当に勉強させていただきました。

文京区に関しましては、本当に言ってみれば、子どもたちのことを考える、

さらには若者を考える、まさに前向きな形で事を進めていくというような、

そういう力というのがやはり区そのものに備わっているような気がいたしま

す。そしてまた、いただいたご意見というのを、それをしっかりと具体的な

政策につなげていこうとされている区の職員の皆様のご尽力もひしひしとず

っと感じてきたところでございます。 

  今年度いただいた様々なご意見、まだまだ未対応のところもあるかと思い

ますが、来年度にそれをまた持ち越しまして、さらに子ども、そしてまた若

者の未来というところにつながる仕事をしっかりしていければなというふう

に考えているところでございます。５回にわたりまして、本当にいろんなこ

とを教えていただきましたことを心より御礼を申し上げますと同時にまた来

年度の引き続きいろいろと活発にご議論いただければというふうに切に願う

ところでございます。本当にどうもありがとうございました。 

子育て支援課長：遠藤会長、ありがとうございました。 

  これをもちまして、本年度の文京区子ども・子育て会議及び地域福祉推進

協議会子ども・若者部会を終了いたします。長時間ありがとうございました。 

以上 


